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詳細については、配布される「調査表記載案内」をご覧ください。

被扶養者が、就職したり収入が増えた場合は、
扶養からはずす手続きをする必要があります。
手続きは自動的に行われませんので、
すみやかに手続きしてください。

　医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律により、令和2年
4月1日から健康保険の被扶養者認定に際して「日本国内に住所を有するもの」であること（以下、「国内居住
要件」という）が要件として追加されるとともに、健康保険の適用除外となる（被扶養者としない）ものが追加
されました。
　ただし、日本国内に住所を有していないものであっても、海外に一時的に留学をする学生や海外赴任する被
保険者に同行する家族など、これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可
能性が高いと認められる場合は例外的に国内居住要件を満たすことになります。
　一方で、現在、海外に居住している被扶養者など国内居住要件を満たしていない場合や、健康保険の適用
除外となる場合は、法律の施行日である令和2年4月1日以降、被扶養者としての資格は認められませんので、
扶養削除の手続きが必要となります。
　詳細については、当健保組合ホームページ「けんぽからのお知らせ」または「家族の加入・脱退」をご覧くだ
さい。
　なお、令和2年度の被扶養者調査では、被扶養者全員について、この国内居住要件を満たしているかどうか
の審査を行うため、国内居住要件を満たしていることを証する書類等の提出が必要となりますので、あらかじ
めご承知おきください。被扶養者調査の詳細については、調査実施時期に配布される「調査表記載案内」をご
覧ください。

●扶養に関するお問い合わせ●　外線：0422-52-5521　担当：品田（内）31-34656

　当健康保険組合では、被扶養者認定時に健康保険法に基づいた厳正なる被扶養者資格審査を行っております
が、厚生労働省の指導により被扶養者の資格調査を毎年実施することとなっております。
　令和２年度につきましては、下記要領にて実施しますので、皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。

《あらかじめ、審査に必要な書類のご準備をお願いいたします》
●パート・アルバイトをしている方は、給与明細書すべて（賞与・感謝金なども含む）。通帳のコピーは原
　則認めません。
●別居家族への送金証明書すべて。手渡しの場合は、被扶養者として認定できません。
●自営業をしている方は、確定申告書・収支内訳書すべて。必要な場合は、帳簿等も提出していただきます。
●各種年金をもらっている方は、直近の年金振込通知書。

被扶養者の異動 被保険者・被扶養者調査
実施について

こんな をしていませんか？誤解
❶息子が就職！ 会社に報告をすれば、健康保

険組合が扶養から自動的にはずしてくれる
んだよね？

❷妻のパートのお給料が増えた！ 正社員じゃ
ないから被扶養者のままでよいよね？

❸子どもが生まれた！ 年収は夫の方が高いけ
ど、妻の扶養に入れてよいよね？

❶自動的には行われません。必要な書類と被
保険者証を会社人事担当者経由で健保組
合に提出する必要があります。

❷年間収入が130万円以上になると見込ま
れるときは、扶養からはずれます。　

❸夫婦共働きの場合は、子どもは年収が高い
方の扶養に入ります。

● 健康保険被扶養者（異動）届
● 被保険者証（扶養からはずれる人の分）

●被保険者証を使ったときは医療費を返還していただく
　ことも

どんなとき、
扶養からはずれるの？

扶養をはずれるときは、
どんな手続きが必要なの？

扶養からはずれる手続きを
しないと、どうなるの？

①就職したとき
②結婚して相手の扶養に入ったとき
③被扶養者（60歳未満）の年間収入※が130万円（月額平均
108,334円）を超えると見込まれるとき
④被扶養者（60歳以上、または障害者）の年間収入※が180
万円（月額平均150,000円）を超えると見込まれるとき
⑤同居が条件である被扶養者が別居になったとき
⑥別居している被扶養者ヘの送金をやめたときや、送金額
が被扶養者の収入より少なくなったとき
⑦退職して、失業給付（日額3,562円以上※60歳以上、また
は障害者は日額4,932円以上）を受けるとき
⑧75歳になったとき
⑨離婚したとき
⑩死亡したとき

　手続きは自動的に行われませんので、会社の
人事担当者にすみやかに次の書類を提出してください。

　返還していただく医療費は、被扶養者ではなかった期間
の医療費（7～9割）だけでなく、家族出産育児一時金・付加
金や高額療養費などの各種給付金、人間ドック・けんぽ共同
健診の健診費等も返還請求の対象となります。

※健康保険の年間収入とは、税法上の1月～12月や年度の4月～3月など、決まった
期間の収入ではありません。連続した12ヶ月間の収入をいいます。よって、どの連
続した12ヶ月間をとっても、③④にある130万円（または、180万円）未満でなけ
ればなりません。また、収入はパートやアルバイトの給与（交通費含む）収入だけで
はなく、各種年金や自営業収入、不動産収入、農業収入なども含みます。

　詳しくは、当健保組合ホームページ「家族の加入・脱退」を
ご覧ください。

対象者は、配偶者と22歳以上（平成31年４月１日現在）の被扶養者（ただし任意継続被保険者を除く）

就　職 収入増 その他 合　計

69 51 5 125

令和元年度   被扶養者調査表審査後の結果報告

収入増 添付書類無
（審査が行えないため） その他 合　計

7 1 2 10

■被保険者による削除件数（内訳） ■健康保険組合による不認定件数（内訳） 

被扶養者調査対象者 調査内容 調査実施時期
●被扶養者全員
　ただし、「子（実子・養子）」に
　ついては収入証明や送金証
　明の添付書類を原則、免除と
　します。

●氏名・生年月日・現住所・電話
　番号などの確認
●国内居住の確認
●収入の確認
●同居・別居の確認
●別居家族への送金の確認

●調査表配布　
　令和2年7月から約1ヶ月間
●調査表回収
　各事業所（会社）により異な

ります

健康保険
あれこれ
健康保険
あれこれ

お知らせお知らせ
ちゃんと
知ってる！？

被扶養者の認定要件が変わります！
「日本国内に住所を有する者」であることが
要件として追加されました。

誤解です！


